









下妻都市計画地区計画の決定
（ しもつま中央工業団地地区 ）
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下妻都市計画地区計画の決定（下妻市決定）

　都市計画しもつま中央工業団地地区地区計画を次のように決定する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下妻市）
	名　　称
	しもつま中央工業団地地区地区計画

	位　　置
	下妻市　大字中央工業団地の一部

	面　　積
	約5.1ha

	区域の整備・開発及び保全の方針
	地区計画の目標
	　本地区は、本市の骨格的な交通軸となる国道294号と国道125号の交差部に隣接して位置し、下妻市都市計画マスタープランにおいて、産業ゾーン及び工業・流通業務地に位置づけられている。
　本地区計画は、本市の新たな工業団地として適正な土地利用を誘導し、良好な操業環境を有する産業系市街地を形成するとともに、交通利便性を活かした多様な土地利用にも対応できる市街地の形成を図ることを目標とする。

	
	土地利用の方針
	　工業団地としての良好な産業系市街地の形成を図るとともに、周辺の農地や既存集落との調和に配慮しながら産業機能の集積を図る。
　また、広域的な立地性を活かした多様な土地利用の活用にも対応できるものとする。

	
	建築物等の
整備方針
	　地区計画の目標及び土地利用の方針に整合した地区づくりを進めていくため、建築物等に関する制限を次のように定める。
（１）建築物等の用地の制限
（２）建築物等の形態又は意匠の制限
（３）かきまたはさくの構造の制限





	地区整備計画
	建築物等に関する事項
	建築物等の
用途の制限
	次の各号に掲げる建築物等は建築してはならない。
１．住宅（兼用住宅を含む）、共同住宅、寄宿舎又は下宿
２．店舗、飲食店その他これらに類する建築基準法施行令第130条の５の３で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるもの
３．マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの
４．キャバレー、料理店その他これらに類するもの
５．学校
６．図書館、博物館その他これらに類するもの
７．病院
８．老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
９．老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
10．農業、林業若しくは漁業の用に供する都市計画法施行令（昭和44年６月13日政令158号）第20条に定めるもの

	
	
	建築物等の形態
又は意匠の制限
	　建築物等の形態及び意匠は、景観に十分配慮し、周辺と調和した落ち着きのある色調とする。

	
	
	かき又はさくの
構造の制限
	　道路に面する部分のかき又はさくの構造は、生垣又は透視可能なフェンスとする。

	
	
	適用の除外
	　建築物等に関する事項のうち、「建築物等の用途の制限」に関して、公益上必要な建築物で、市長が用途上やむを得ないと認めたものについては、適用を除外する。


区域は計画図表示のとおり。

理　由
　工業団地としての機能と企業の操業環境を適正に確保していくとともに、広域的な交通利便性の良さを活かした多様な土地利用の活用にも対応するため、用途地域の変更と合わせて、本案のとおり地区計画を決定するものである。
